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復興財源確保法
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別法（以下「復興財源確保法」という。）」 における税制措置が既に実施されてお
りますが、主な復興財源確保法に関して施行時期も含めて再確認したいと思います。

所得税
①復興特別所得税
現行の所得税に対して2.1%の時限的な付加税を創設

②平成24年度税制改正（給与所得控除の見直し）による増収分を
財源措置として活用します。

法人税
①復興特別法人税
法人税額に対して10%の時限的な付加税を創設

個人住民税
①現行の個人住民税の均等割の標準税率を時限的に1年につき
1，000円引き上げます。

②個人の住民税の退職所得の分離課税に係る所得割について
10%相当額を控除する措置を廃止します。

平成25年から
平成49年まで
(25年間)

平成25 年から実施

平成24年4月1日から
3年間実施

平成26年度分から
平成35年度分まで
(10年間)

平成25年1月1日以後に
支払うべき退職手当等に適用

ポイント1　源泉徴収すべき復興特別所得税
給与等及び報酬料金等について所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収の際、復興特別所得税を
併せて徴収することになります。また、預貯金の利子、配当等及び公的年金等も同様の源泉徴収が行わ
れます。

ポイント2　復興特別所得税額の端数処理
所得税率と復興特別所得税率の合計税率を乗じて算出した金額について1円未満の端数を切り捨てた
金額となります。
〈設例 ： 講演料として45,000円を支払う場合〉

 
　

※グロスアップ計算
〈設例 ： 講演料として税引手取り額100,000円を支払う場合〉

東北税理士会 郡山支部
税理士 矢吹 吉美

注 ： 10%（所得税率） + 0.21%（復興特別所得税） = 10.21%

45,000 × 10.21%（注） ＝ 4,594.5 ➡ 4,594円

100,000 ÷ （100% － 10.21%） = 111,370.976 ➡ 111,370円

復興財源としての税制措置 施行時期

税のミニ通信
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平成25年3月決算法人から適用になる法人税の主な改正点平成25年3月決算法人から適用になる法人税の主な改正点
税務署ニュース

（3）      平成25年4月1日

○法人税率の引き下げ
平成24年4月1日以後開始する事業年度から法人税率が引き下げられました。

中小法人　年800万円以下・・・ 18% → 15%　（「適用額明細書」の添付が必要です。）
 年800万円超　・・・ 30% → 25.5%
中小以外の法人 ・・・ 30% → 25.5%

協同組合等、公益法人等、人格のない社団等、特定の医療法人等についても同様に引き下げられています。

○復興特別法人税の創設
　平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から以後3年を経過す
る日までの事業年度について、法人税の10%相当額の復興特別法人税が課税されます。

○定率法の償却率の見直し
　平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用される定率法の償却率が、定額法の償却率の250%から
200%に引き下げられました。

○欠損金の繰越制度の見直し
　青色欠損金及び災害損失欠損金の繰越期間が9年に延長されました。
　平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金について適用されます。
　中小法人等以外の法人の青色申告書を提出した事業年度の欠損金及び災害による損失金の繰越控除制度に
おける控除限度額について、繰越控除をする事業年度の控除前所得の金額の80%相当額とされました。
　平成24年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

○グリーン投資減税の拡充
　平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間に太陽光発電設備及び風力発電設備のうち一定のものの取得
等をして1年以内に事業の用に供した場合、その事業の用に供した事業年度において取得価額の全額を償却（即
時償却）することができることとされました。
 （1） 太陽光を電気に変換する認定発電設備でその出力が10キロワット以上であるもの
 （2） 風力を電気に変換する認定発電設備でその出力が1万キロワット以上であるもの

○中小企業投資促進税制の見直し
　中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却に、製品の品質向上に資する一定の測定工具及び検査工
具、試験又は測定機器、及び一定のサーバー用オペレーティングシステム等が追加されました。
　平成24年4月1日以後に取得する資産について適用されます。

　詳細については、国税庁ホームページの「パンフレット・手引き」から「法人税関係」を御覧ください。
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